
地域連携薬剤師研修
参加企業の募集

いよいよ開始

 2021年8月から施行される地域連携薬局の認定申請に必
要となる薬剤師の研修制度を創設し、3月から受講受付と
研修を実施いたします。

 薬局運営に係る今回の法改正の意義、地域包括ケアにお
ける薬局・薬剤師の活動などを内容とし、示唆に富む厚生
労働省の説明も含まれています。

 地域連携薬局該当薬剤師のみならず、幅広く薬剤師の研
修等にご利用いただきたく、紹介いたします。



地域連携薬剤師研修
参加企業（者）様募集のご案内

2021年8月1日から認定開始の地域連携薬局申請手続きに必要な薬剤師研修について、会員企業

のご要望などを踏まえ、下記の趣旨、内容で実施します。今後の薬局が避けては通れない地域包括
ケアに関する幅広い内容が含まれています。役職員の皆さまに広くご活用いただきたく、3月5日より
企業様に対し口座開設案内を開始し、3月12日より所属薬剤師の申込・研修開始いたします。

研修内容

 地域連携薬局に勤務するすべての薬剤師に必要な地域包括ケアに係る研修又はそ
れに準ずる研修として、厚生省令第10条2第3項9号に規定するもの（4枚目参照）

 健康サポート薬局研修に含まれる地域包括ケアに係る研修内容に加え、厚生労働
省担当課長の講義、地域連携薬局制度導入の背景や根拠などの丁寧な説明

 他職種の連携強化のための幅広い情報（例えば口腔ケアと薬剤師）を提供

本研修趣旨、メリットなど

 これからの薬局運営に求められる地域包括ケアに関する理解を深めるとともに、地
域連携薬局認定申請及び更新申請の要件として活用

 オンデマンドのウェブ研修で、いつでもどこからでも効率的・効果的に受講
 修了者には地域連携薬剤師研修終了証が発行され、認定申請に活用
 会員サービスのとして実施し、研修システム構築、運用等は協会負担で費用は少額
 本研修受講者は健康サポート薬局研修受講費用が低額（本研修費用分を控除）
 会員企業 登録・管理費 2200円/人

非会員 当面上記と同額（会員募集特別期間中）
 申込者は、自身のIDで、何度でも、いつでも研修コンテンツにアクセスし、毎年認定

更新に活用
 地域包括ケアに関する基本から応用的な内容を含み、新人等研修として活用可能
 薬局現場での能力開発を通じ、スキルを活かした職業生活開拓を支援

その他（スケジュール、申し込み手続き等）

 主として企業単位の申し込みとしますが、個人による申し込みも受け付けます。
 企業お申込は、協会ホームページから行えます。別途個人申込窓口も設定。
 設定された企業の窓口から社員がそれぞれで申し込むこととなります。
 各企業窓口から申込いただいた職員の方々、また、個人の方々には、webラーニン

グシステムにアクセスするID、pass wordを発給します.
 受講状況について、月単位に集計し、修了証の発行を企業様を通じて行うとともに、

研修費用を企業様宛ご請求いたします（個人は直接）。
 受講修了証は、健サポ研修と同様、6年の更新とすることを検討しています。
 健サポ研修ｊ修了者は、無料で本研修にアクセスできます（本年夏ごろより）。

本研修のお問い合わせ先
一般社団法人 日本保険薬局協会 事務局 （皆川／松尾／上杉／木地）
TEL:03-3243-1075 ＦＡＸ：03-3243-1076 





ー詳細目次ー



 
省令第 10 条の 2（地域連携薬局の基準等 2021.1.22) 

 
 3-8 当該薬局に勤務している薬剤師の半数以上が、地域包括ケアシステムに

関する研修を修了した者であること。 
 

 3-9 薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事するすべての
薬剤師に対し、一年以内ごとに、前号の研修又はこれに準ずる研修を計画的に受けさ
せていること。 

 
 

局長通知（2021.1.29) 
 
 

 3-8 地域包括ケアシステムに関する研修については、「健康サポート薬局に係
る研修実施要綱」において、技能習得型研修の研修項目に「地域包括ケアシステムに
おける他職種連携と薬剤師の対応」が、知識習得型研修の研修項目に「地域包括ケ
アシステムにおける先進的な取組事例」が含まれていることから、当該要綱に基づき
研修実施機関から健康サポート薬局に係る研修を修了した者として修了証の交付を
受けた常勤の薬剤師が本規定の基準を満たす者として取り扱うこととする。 
 
 
 

 3-9 地域連携薬局は、同項 8 号に基づき研修を修了した薬剤師のみならず、
当該薬局に勤務する他の薬剤師も地域包括ケアシステムに係る内容を理解した上で
業務に携わることが適当であることから、当該薬 局に勤務する薬剤師に対して、
地域包括ケアシステムに係る内容が学習できる研修を毎年継続的に受講させること
を求めたものである。当該研修については、外部研修が望ましいが、薬局開設者が従
業員に対して自ら行う研修でも許容するものであり、あらかじめ実施計画を作成すると
ともに、研修実施後は、日時、参加者等に係る記録を保存しておくこと。 

（本研修の根拠条文と関係通知）


